
「指数連動型上場投資信託受益権の貸付けに関する特則」の一部改

正の決定に関する件（9月18・19日） 

 

本委員会は、令和 7年 9月 18・19日の金融政策決定会合において、指数連

動型上場投資信託受益権の貸付制度の利用状況等に鑑み、「指数連動型上場投

資信託受益権の貸付けに関する特則」（令和元年 12月 19日決定）を別紙.の

とおり一部改正することを決定した。 

 



 

 

別紙． 

 

「指数連動型上場投資信託受益権の貸付けに関する特則」中一部改正 

 

○ 附則を横線のとおり改める。 

（附則） 

 

１．この特則は、「指数連動型上場投資信託受益権等買入等実施要綱」

（平成２２年１０月２８日付政委第９２号別紙９．の別紙および同別紙

１０．の別紙）の一部変更に関する日本銀行法（平成９年法律第８９

号）第４３条第１項ただし書きおよび同法第６１条の２の規定に基づく

財務大臣および金融庁長官の認可を受けることを条件として、当該認可

を受けた日以後の総裁が別に定める日から実施する。 

 

２．令和７年９月２２日以降、この特則に基づく貸付け（同年９月１９日

までに貸付けにかかる入札の応募を受け付けたものを除く）を行わない

こととする。 

 

 

（附則） 

この一部改正は、本日から実施する。 




